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Ⅰ．はじめに 

 A 市における 2013 年の救急統計は、救急出場件数 1,797 件、搬送人数 1,697 名であり、そ

のうち高齢者(65歳以上)の搬送は1,031名(60.1％)であった。A市の総人口は50,115名(2013

年 3月)、高齢者人口が 14,016 名(28.0％)であることから、高齢者の救急搬送割合が高いこ

とが分かる。 

近年、尊厳死に関する議論が高まり DNAR(Do Not Attempt Resuscitation)を明示する市民

は少なくない。しかしながら、救助を求めるダイヤルである 119 番通報を行うことで、法律

解釈は意思変更として扱うとされ、救急隊は救命処置を行うことが義務付けられる。つまり、

救命を前提とする救急医療と尊厳や生活の質を重視する終末期医療、高齢者医療の治療方針

の違いが、救急現場に混乱をもたらしている。 

この現状を救急隊の視点から検討し、終末期及び高齢者に対する適切な救急医療システム

を確立すると共に、DNAR が確認された傷病者への適切な救急活動のあり方を精査したので報

告する。 

Ⅱ．研究方法 

2013 年の A市救急統計から高齢者施設における救急の実態を調査すると共に、高齢者施設

職員に対しアンケート調査を実施し、さらに特別養護老人ホーム入所者の DNAR の実態を調査

した。また、救急医療システムの確立のために、A 地域メディカルコントロール協議会検証

委員会医師の指導と弁護士の見解を精査し、A 市内救急告示医療機関救急担当医師と協議を

行った。 

Ⅲ．結果 

A 市における全救急搬送者の傷病程度は重症 11.8％、中等症 30.4％、軽症 55.0％、死亡

2.8％であった。そのうち高齢者は、重症 14.9％、中等症 36.4％、軽症 45.0％、死亡 3.7％

であり、高齢者ほど重症化する傾向が認められた。さらに、高齢者施設からの搬送者におい

ては、重症 22.7％、中等症 39.6％、軽症 24.5％、死亡 13.2％となり重症度が増した。また、

救急救命士が特定行為を行った傷病者は 55名であり、そのうち高齢者は 44名、高齢者施設

での発生は 9名であった。また、高齢者施設から 119 番通報があった 55名の搬送 30日後の

予後調査では、救急隊が「社会的な死亡」と判断し不搬送とした 2名を含めると、死亡が 15

名(27.3％)であった。 

CPA 症例の 16.4％が高齢者施設で発生しており、この中には施設カルテに DNAR が明記され

ているにも関わらず救急要請されたものが含まれていた。その理由として、「施設の当直者

では救急要請の是非の判断ができない」「救急要請をしておけば対応に間違いはない」とい

う意見があった。 

Ⅳ．結論 

A 市は高齢者の救急搬送の割合が高く、高齢者ほど重症化する傾向があり、高齢者施設か

らの搬送の中には DNAR が明記されているにも関わらず判断が曖昧であることが示された。今

後、医師を介して電子カルテを用い DNAR 確認を行なう取り組みが重要であると考えられる。

また、法律では救急隊到着後の救急業務終了を認めず、BLS を実施しながら医療機関に搬送

されることから、傷病者の意図に則した終末を迎えるためには「119 番通報をしない」こと

が重要であり、施設職員の適切な教育体制ならびに尊厳ある死を実現するためには、深夜、

早朝でも対応できる看取り体制を構築していくことが課題である。  

8.認定看護師「脳卒中リハビリテーション看護」 

教育課程の開講までを振り返って 
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Ⅰ．はじめに 
 平成 26 年(2014)7 月 2 日，認定看護師教育課程の 1 期生 8 名を迎え開講式が行われた。 
平成 25 年 4 月にそれまでの「看護学部マスタープラン検討会」から新組織「看護キャリア

アップセンター」が開設され，平成 25 年 8 月の看護協会認定部への教育機関申請に向けて

準備を始めた。具体的には実習施設の依頼・非常勤講師の依頼，その後，承諾を得て申請書

類の作成等，次々に起きた難題を解決し，現在に至っている。準備期間の約 2 年を振り返り,
経過を報告し，今後の課題を明らかにする。 
 
Ⅱ．これまでの経過 
 平成 24 年から開講までの経過の概要は次の通りである。 
 1.平成 24 年度の活動 
  「看護学部マスタープラン検討会」において認定看護師分野のニーズ調査実施 
  兵庫県看護協会「認定看護師教育」担当者等に相談 
 2.平成 25 年度 4 月－ 看護キャリアアップセンター長・副センター長任命 
  実習病院および非常勤講師の依頼・承諾の取り付け 
  認定看護師教育課程の教育機関として申請書類作成と広報活動 
 3.平成 25 年度 8 月  申請後，認定部の指導を受けながら主任・専任教員の決定  
 4.平成 26 年 1 月   教育機関として認可，認可後入学試験の開始  

主任・専任教員の条件について認定部の指示受け 
 5.平成 26 年 4－6 月 条件付き教員の条件解消のための研修実施 
           教室環境の整備等，開講の準備  
 6.平成 26 年 7 月 2 日 開講式 
 
Ⅲ．まとめ 
 「脳卒中リハビリテーション看護」認定看護師課程は始まったばかりであり，今後も困難

な課題が出現すると予測される。我々にとって，初めての教育経験であるため，多くの教育

経験者に相談しながら問題解決に当たっている。今後，認定看護師をめざした受講生の全員

が修了できるように，チーム一丸となって，努力していきたいと考える。 
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